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規 則

--- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

覚 せ い
、 、

剤 取 締 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す

る 。

令 和 ２ 年 11月 ４ 日

高 知 県 知 事 濵 田 省 司

高 知 県 規 則 第 71号

覚 せ い
、 、

剤 取 締 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

覚 せ い
、 、

剤 取 締 法 施 行 細 則 （ 平 成 ９ 年 高 知 県 規 則 第 52号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。

題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

高 知 県 覚 醒 剤 取 締 法 施 行 細 則

第 １ 条 中 「 覚 せ い
、 、

剤 取 締 法 （ 」 を 「 覚 醒 剤 取 締 法 （ 」 に 、 「 覚

せ い
、 、

剤 取 締 法 施 行 規 則 」 を 「 覚 醒 剤 取 締 法 施 行 規 則 」 に 、 「 に 定

め る 」 を 「 並 び に 高 知 県 手 数 料 徴 収 条 例 （ 平 成 12年 高 知 県 条 例 第

５ 号 ） に 定 め る 」 に 改 め る 。

第 ２ 条 第 ２ 項 中 「 正 本 」 を 「 、 正 本 」 に 改 め 、 同 項 第 １ 号 中

「 覚 せ い 剤 研 究 者 」 を 「 覚 醒 剤 研 究 者 」 に 改 め 、 同 項 第 ２ 号 中

「 覚 せ い 剤 原 料 取 扱 者 」 を 「 覚 醒 剤 原 料 取 扱 者 」 に 改 め 、 同 項 第

３ 号 中 「 覚 せ い 剤 原 料 研 究 者 」 を 「 覚 醒 剤 原 料 研 究 者 」 に 改 め 、

同 条 第 ３ 項 中 「 施 設 」 を 「 当 該 施 設 」 に 改 め る 。

第 ３ 条 の 見 出 し 中 「 覚 せ い 剤 施 用 機 関 等 」 を 「 覚 醒 剤 施 用 機 関

等 」 に 、 「 届 出 」 を 「 届 出 手 続 」 に 改 め 、 同 条 中 「 並 び に 法 」 を

「 並 び に 」 に 、 「 覚 せ い 剤 施 用 機 関 等 の 」 を 「 覚 醒 剤 施 用 機 関 等

の 」 に 、 「 覚 せ い 剤 施 用 機 関 等 廃 止 等 届 出 書 」 を 「 覚 醒 剤 施 用 機

関 等 廃 止 等 届 出 書 」 に 改 め る 。

第 ４ 条 の 見 出 し 中 「 返 納 」 を 「 返 納 等 の 手 続 」 に 改 め 、 同 条 第

１ 項 中 「 法 第 30条 の ５ に お い て 」 を 「 こ れ ら の 規 定 を 法 第 30条 の

５ に お い て 読 み 替 え て 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 に お い て 」 を

「 に お い て 読 み 替 え て 」 に 改 め る 。

第 ５ 条 の 見 出 し 中 「 申 請 」 を 「 申 請 手 続 」 に 改 め 、 同 条 中 「 に

お い て 」 を 「 に お い て 読 み 替 え て 」 に 改 め る 。

第 ６ 条 の 見 出 し 中 「 覚 せ い 剤 施 用 機 関 等 」 を 「 覚 醒 剤 施 用 機 関

等 」 に 、 「 届 出 」 を 「 届 出 手 続 」 に 改 め 、 同 条 中 「 法 第 30条 の ５

に お い て 」 を 「 こ れ ら の 規 定 を 法 第 30条 の ５ に お い て 読 み 替 え

て 」 に 、 「 覚 せ い 剤 施 用 機 関 等 の 」 を 「 覚 醒 剤 施 用 機 関 等 の 」

に 、 「 覚 せ い 剤 施 用 機 関 等 名 称 等 変 更 届 出 書 」 を 「 覚 醒 剤 施 用 機

関 等 名 称 等 変 更 届 出 書 」 に 、 「 氏 名 」 を 「 氏 名 （ 法 人 に あ っ て

は 、 そ の 名 称 ） 又 は 住 所 」 に 、 「 、 そ の 事 実 」 を 「 そ の 事 実 」 に

改 め る 。

第 ７ 条 の 見 出 し 中 「 覚 せ い 剤 」 を 「 覚 醒 剤 」 に 改 め 、 同 条 中

「 覚 せ い 剤 研 究 者 」 を 「 覚 醒 剤 研 究 者 」 に 、 「 覚 せ い 剤 を 」 を

「 覚 醒 剤 を 」 に 、 「 の と お り と す る 」 を 「 に よ る 覚 醒 剤 交 付 書 に

よ る も の と す る 」 に 改 め る 。



第 ８ 条 の 見 出 し 中 「 覚 せ い 剤 等 」 を 「 覚 醒 剤 等 」 に 改 め 、 同 条

中 「 覚 せ い 剤 を 」 を 「 覚 醒 剤 を 」 に 、 「 覚 せ い 剤 原 料 」 を 「 覚 醒

剤 原 料 」 に 改 め る 。

第 ９ 条 の 見 出 し 中 「 届 出 」 を 「 届 出 手 続 」 に 改 め 、 同 条 中 「 第

30条 の 14」 を 「 第 30条 の 14第 １ 項 」 に 改 め る 。

第 10条 の 見 出 し 中 「 所 有 覚 せ い 剤 等 」 を 「 所 有 覚 醒 剤 等 」 に 、

「 報 告 」 を 「 報 告 手 続 」 に 改 め 、 同 条 第 １ 項 中 「 覚 せ い 剤 」 を

「 覚 醒 剤 」 に 改 め 、 同 項 第 ２ 項 中 「 覚 せ い 剤 の 」 を 「 覚 醒 剤 の 」

に 、 「 覚 せ い 剤 及 び 覚 せ い 剤 原 料 」 を 「 覚 醒 剤 及 び 覚 醒 剤 原 料 」

に 改 め る 。

第 11条 の 見 出 し 中 「 覚 せ い 剤 施 用 機 関 」 を 「 覚 醒 剤 施 用 機 関 」

に 改 め 、 同 条 中 「 覚 せ い 剤 施 用 機 関 の 」 を 「 覚 醒 剤 施 用 機 関 の 」

に 、 「 覚 せ い 剤 施 用 機 関 指 定 証 」 を 「 覚 醒 剤 施 用 機 関 指 定 証 （ 次

項 に お い て 「 指 定 証 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 同 条 に 次 の １ 項 を 加

え る 。

２ 知 事 は 、 県 の 開 設 す る 覚 醒 剤 施 用 機 関 に お い て 指 定 証 を 毀 損

し 、 又 は 亡 失 し た と き は 、 指 定 証 を 再 交 付 す る も の と す る 。

別 記 第 １ 号 様 式 中

「 覚 せ い 剤 施 用 機 関 等 廃 止 等 届 出 書」

を

「 覚 醒 剤 施 用 機 関 等 廃 止 等 届 出 書 」

に 、 「 覚 せ い 剤 施 用 機 関 等 の 廃 止 等 を し た 」 を 「 覚 醒 剤 施 用 機 関

等 の 廃 止 等 を し ま し た 」 に 、 「 覚 せ い
、 、

剤 取 締 法 」 を 「 覚 醒 剤 取 締

法 」 に 、 「 覚 せ い 剤 施 用 機 関 、 」 を 「 覚 醒 剤 施 用 機 関 、 」 に 改 め

る 。

別 記 第 ２ 号 様 式 及 び 別 記 第 ３ 号 様 式 中 「 覚 せ い
、 、

剤 取 締 法 」 を

「 覚 醒 剤 取 締 法 」 に 、 「 に お い て 」 を 「 に お い て 読 み 替 え て 」

に 、 「 覚 せ い 剤 施 用 機 関 」 を 「 覚 醒 剤 施 用 機 関 」 に 改 め る 。

別 記 第 ４ 号 様 式 中 「 覚 せ い
、 、

剤 取 締 法 」 を 「 覚 醒 剤 取 締 法 」 に 、

「 に お い て 」 を 「 に お い て 読 み 替 え て 」 に 、 「 覚 せ い 剤 施 用 機

関 」 を 「 覚 醒 剤 施 用 機 関 」 に 、 「 き 損 」 を 「 毀 損 」 に 改 め る 。

別 記 第 ５ 号 様 式 中

「 覚 せ い 剤 施 用 機 関 等 名 称 等 変 更 届 出 書」

を

「 覚 醒 剤 施 用 機 関 等 名 称 等 変 更 届 出 書 」

に 、 「 覚 せ い 剤 施 用 機 関 等 の 」 を 「 覚 醒 剤 施 用 機 関 等 の 」 に 、

「 生 じ た 」 を 「 生 じ ま し た 」 に 、 「 覚 せ い
、 、

剤 取 締 法 」 を 「 覚 醒 剤

取 締 法 」 に 、 「 に お い て 」 を 「 に お い て 読 み 替 え て 」 に 、 「 覚 せ

い 剤 施 用 機 関 、 」 を 「 覚 醒 剤 施 用 機 関 、 」 に 、 「 覚 せ い 剤 研 究 者

又 は 覚 せ い 剤 原 料 研 究 者 」 を 「 覚 醒 剤 研 究 者 又 は 覚 醒 剤 剤 原 料 研

究 者 」 に 、 「 名 称 ） 」 を 「 そ の 名 称 ） 又 は 住 所 」 に 改 め る 。

別 記 第 ６ 号 様 式 中

「 覚 せ い 剤 交 付 書」

を

「 覚 醒 剤 交 付 書 」



に 、 「 （ 覚 せ い 剤 研 究 者 ） 」 を 「 （ 覚 醒 剤 研 究 者 ） 」 に 、 「 覚 せ

い 剤 施 用 機 関 」 を 「 覚 醒 剤 施 用 機 関 」 に 改 め る 。

別 記 第 ７ 号 様 式 中

「 覚 せ い 剤 廃 棄 届 出 書 覚 せ い 剤

覚 せ い 剤 原 料 廃 棄 届 出 書 覚 せ い 剤 原 料 」

を

「 覚 醒 剤 廃 棄 届 出 書 覚 醒 剤

覚 醒 剤 原 料 廃 棄 届 出 書 覚 醒 剤 原 料 」

に 、 「 完 了 し た 」 を 「 完 了 し ま し た 」 に 、 「 覚 せ い
、 、

剤 取 締 法 施 行

細 則 」 を 「 高 知 県 覚 醒 剤 取 締 法 施 行 細 則 」 に 改 め る 。

別 記 第 ８ 号 様 式 中 「 発 生 し た 」 を 「 発 生 し ま し た 」 に 、 「 覚 せ
、

い
、
剤 取 締 法 」 を 「 覚 醒 剤 取 締 法 」 に 、

「 第 23条

第 30条 の 14 」

を

「 第 23条

第 30条 の 14第 １ 項 」

に 改 め る 。

別 記 第 ９ 号 様 式 中

「 覚 せ い 剤

覚 せ い 剤 原 料 」

を

「 覚 醒 剤

覚 醒 剤 原 料 」

に 、 「 覚 せ い
、 、

剤 取 締 法 」 を 「 覚 醒 剤 取 締 法 」 に 、 「 第 30条 の 15第

４ 項 」 を 「 同 法 第 30条 の 15第 ４ 項 」 に 、 「 覚 せ い 剤 施 用 機 関 」 を

「 覚 醒 剤 施 用 機 関 」 に 、 「 覚 せ い 剤 研 究 者 」 を 「 覚 醒 剤 研 究 者 」

に 、 「 覚 せ い 剤 原 料 取 扱 者 」 を 「 覚 醒 剤 原 料 取 扱 者 」 に 、 「 覚 せ

い 剤 原 料 研 究 者 」 を 「 覚 醒 剤 原 料 研 究 者 」 に 改 め る 。

別 記 第 10号 様 式 中 「 覚 せ い
、 、

剤 取 締 法 」 を 「 覚 醒 剤 取 締 法 」 に 、

「 覚 せ い 剤

覚 せ い 剤 原 料 」

を

「 覚 醒 剤

覚 醒 剤 原 料 」

に 、 「 譲 り 渡 し た 」 を 「 譲 り 渡 し ま し た 」 に 、 「 覚 せ い 剤 施 用 機

関 」 を 「 覚 醒 剤 施 用 機 関 」 に 、

「 」

を

「 」

に 、 「 第 30条 の 15第 ４ 項 」 を 「 同 法 第 30条 の 15第 ４ 項 」 に 、 「 覚

せ い 剤 研 究 者 」 を 「 覚 醒 剤 研 究 者 」 に 、 「 覚 せ い 剤 原 料 取 扱 者 」

を 「 覚 醒 剤 原 料 取 扱 者 」 に 、 「 覚 せ い 剤 原 料 研 究 者 」 を 「 覚 醒 剤

原 料 研 究 者 」 に 改 め る 。

別 記 第 11号 様 式 中

は

は

に 係 る

に 係 る

の

の

の

の

を

を

譲 渡 し た 覚 せ い 剤

譲 渡 し た 覚 醒 剤



「 覚 せ い 剤

覚 せ い 剤 原 料 」

を

「 覚 醒 剤

覚 醒 剤 原 料 」

に 、 「 譲 り 受 け た の で 、 覚 せ い
、 、

剤 取 締 法 施 行 細 則 」 を 「 譲 り 受 け

ま し た の で 、 高 知 県 覚 醒 剤 取 締 法 施 行 細 則 」 に 、 「 覚 せ い 剤 施 用

機 関 」 を 「 覚 醒 剤 施 用 機 関 」 に 、

「 」

を

「 」

に 改 め る 。

別 記 第 12号 様 式 中 「 （ 第 12条 関 係 ） 」 を 「 （ 第 11条 関 係 ） 」

に 、

「 県 の 開 設 す る 覚 せ い 剤 施 用 機 関 指 定 証」

を

「 県 の 開 設 す る 覚 醒 剤 施 用 機 関 指 定 証 」

に 、 「 覚 せ い
、 、

剤 取 締 法 」 を 「 覚 醒 剤 取 締 法 」 に 、 「 規 定 に よ り 」

を 「 規 定 に 基 づ き 」 に 、 「 覚 せ い 剤 施 用 機 関 と し て 」 を 「 覚 醒 剤

施 用 機 関 と し て 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

規 則

◎ 覚 せ い
、 、

取 締 法 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

譲 り 受 け た 覚 せ い 剤

譲 り 受 け た 覚 醒 剤

を

を


